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仙北市 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

平 成 3 0 年 1 2 月 ７ 日 

仙北市国家戦略特別区域会議 

 

 

４ 法第 10条第 1項に規定する構造改革特別区域法の特定事業の名称及び内容 

（１）名称：地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業 

内容：地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者要件の特例 

地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者について、原則 11 時から

14 時まで営業所に勤めることや、兼任する他業種の業務に従事している間も

旅行業法に規定された旅行業務取扱管理者の職務を果たさなければならなく

なったときに、速やかに当該旅行業務取扱管理者に連絡を行うための電話によ

る連絡体制を構築することで、他業種との兼任を認める。【平成 30年度より実

施】 

  ⅰ）実施主体：仙北市農山村体験推進協議会 

  ⅱ）開始の日：国家戦略特別区域計画の認定を受けた日 

  ⅲ）区域の範囲：秋田県仙北市の全域 
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